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議案第83号 説明資料 

幕別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町職員の給与に関する条例 
（昭和26年３月10日 条例第３号） 

 

第１条～第３条   略 

 

（給料表） 

第４条 給料表の種類は、次のとおりとし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定

めるところによる。 

 (1) 行政職給料表（別表第１） 

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職

務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、

規則で定める。 

 

（初任給及び昇格、昇給の基準） 

第５条 職員の職務の級は、前条第２項の規定による規則で定める職務の級の分類

基準に従い決定する。 

２～11   略 

 

第６条～第23条   略 

別表第１   略 

 

 

○幕別町職員の給与に関する条例 
（昭和26年３月10日 条例第３号） 

 

第１条～第３条   略 

 

（給料表） 

第４条 給料表は、行政職給料表（別表第１）のとおりとする。 

 

 

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職

務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、

等級別基準職務表（別表第２）のとおりとする。 

 

（初任給及び昇格、昇給の基準） 

第５条 職員の職務の級は、前条第２項の規定による等級別基準職務表に従い決定

する。 

２～11   略 

 

第６条～第23条   略 

別表第１   略 

 

別表第２（第４条関係） 

等級別基準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 主事、技師、保育士、保健師、栄養士又は教諭の職務 

主事補又は技師補の職務 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

２級 主任の職務 

３級 主査の職務 

４級 主幹、次長又は場長の職務 

係長、副主幹、保育所長、保育長、保育士長、技師長又は教諭長の

職務 

５級 課長、参事、所長、館長、農業委員会事務局長又は監査委員事務局

長の職務 

重要な業務を行う主幹、次長又は場長の職務 

６級 部長、室長、会計管理者、支所長又は議会事務局長の職務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


